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協議会の様子

平
成　

年
３
月
１
日
か
ら
病
院
で

19

受
診
し
た
場
合
の
自
己
負
担
金
が

返
っ
て
く
る
手
続
き
が
簡
素
化
さ

れ
ま
す
。

●
助
成
方
法
が
「
自
動
償
還
方
式
」

と
な
り
、
本
庁
保
健
福
祉
課
及
び

支
所
住
民
生
活
課
へ
の
申
請
書
の

提
出
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

◎
対
象
者
に
は
別
途
通
知
を
し
ま
す

が
、
本
庁
保
健
福
祉
課
及
び
支
所

住
民
生
活
課
で
資
格
者
証
の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
際
、
助
成
金
の
受
け
取
り
口

座
の
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◎
受
診
時
に
は
、
病
院
・
薬
局
で
資

格
者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
自
己
負
担
額
を
病
院
・
薬
局
で
お

支
払
い
く
だ
さ
い
。

◎
助
成
金
は
、
後
日
、
登
録
さ
れ
た

口
座
へ
振
り
込
ま
れ
ま
す
。（
助

成
金
の
振
り
込
み
は
、
３
か
月
程

度
後
に
な
り
ま
す
。）

※
こ
れ
ま
で
は
助
成
を
受
け
る
に
は
、

毎
月
、
助
成
申
請
書
に
病
院
の
領

収
書
（
証
明
）
を
添
え
て
、
役
場

に
申
請
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
３
月
１
日
か
ら
は
、

こ
の
申
請
に
要
す
る
利
用
者
の
手

間
や
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
助

成
方
法
を
「
自
動
償
還
方
式
」
に

改
め
ま
す
。

※
助
成
資
格
は
、
６
歳
に
達
す
る
日

の
属
す
る
月
末
医
療
分
ま
で
で
す
。

（
誕
生
日
が
月
の
初
日
の
者
は
、

前
月
の
末
日
ま
で
で
す
。）

※
保
険
制
度
を
利
用
し
て
治
療
し
た

自
己
負
担
額
が
、
乳
幼
児
１
人
に

つ
き
月
額
３
千
円
を
超
え
た
場
合
、

そ
の
越
え
た
分
に
つ
い
て
助
成
し

ま
す
。
た
だ
し
、
市
町
村
民
税
非

課
税
世
帯
に
つ
い
て
は
、
自
己
負

担
額
を
全
額
助
成
し
ま
す
。

※
平
成　

年
２
月
ま
で
の
受
診
に
係
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る
助
成
申
請
は
、
従
来
の
申
請
書

に
よ
る
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

※
県
外
の
医
療
機
関
で
の
受
診
に
係

る
助
成
申
請
は
、
今
ま
で
ど
お
り

従
来
の
申
請
書
に
よ
る
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。

※
生
活
保
護
受
給
者
、
重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
助
成
対
象
者
、
ひ
と

り
親
家
庭
医
療
費
助
成
対
象
者
は

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象

か
ら
除
か
れ
ま
す
。

郭

郭

保健福祉課からのお知らせ　

乳幼児医療費助成制度
の受給者の皆様へ（６歳未

満の子どもをお持ちの保護者の方へ）

（福祉係）　本庁保健福祉課
電話0994-22-3042

（保健衛生係）支所住民生活課
電話0994-25-2511

総務課からのお知らせ　

錦江町国民保護計画

（消防交通係）　本庁総務課
電話0994-22-0511

（地域振興課係）支所地域振興課
電話0994-25-2511

　

１
月　

日
、
本
庁
会
議
室
に
お
い

26

て
、
錦
江
町
国
民
保
護
協
議
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
は
、
町
長
か
ら
委
嘱
さ
れ
た

山
川
海
上
保
安
署
、
鹿
屋
航
空
基
地

司
令
な
ど
の
関
係
機
関
及
び
役
場
各

課
長
合
わ
せ
て　

名
が
出
席
。
国
民
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保
護
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
事
の

際
の
関
係
機
関
の
役
割
や
連
携
な
ど
、

計
画
内
容
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

計
画
は
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
な

ど
の
武
力
攻
撃
事
態
と
大
規
模
テ
ロ

な
ど
の
緊
急
対
処
事
態
を
対
象
と
し

て
お
り
、
平
素
の
備
え
や
予
防
、
武

力
攻
撃
事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
対

処
及
び
復
旧
な
ど
全
５
編
で
作
成
さ

れ
ま
す
。

　

今
後
、
今
回
協
議
し
た
計
画
を
県

に
提
出
し
、
県
知
事
の
承
認
後
に
正

式
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

国
民
保
護
法
と
は
？

　

国
民
保
護
法
は
、
正
式
に
は
「
武

力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保

護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」

と
い
い
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い

て
、
武
力
攻
撃
か
ら
国
民
の
生
命
、

身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
国
民
生

活
等
に
及
ぼ
す
被
害
を
最
小
限
に
す

る
た
め
の
、
国
・
地
方
公
共
団
体
等

の
責
務
、
避
難
・
救
援
・
武
力
攻
撃

災
害
へ
の
対
処
等
の
措
置
が
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。




